
ＤS（Data-Sharing）の実施（発注者によるデータ共有）

 業務、工事の契約後速やかに、発注者が受注者に設計図書の作成の基となった情報を説明
 受注者が希望する参考資料を発注者は速やかに貸与（電子納品保管管理システムの利用）

対象 説明内容

設計図
「R1○○詳細設計業務」と「R2××修正設計業務」を基に作成しています。「R1○○詳細設計業務」を基本としていますが、
△△交差点の部分は「R2××修正設計業務」で設計しています。

中心線測量 「H30○○測量業務」の成果を利用して作成しています。

法線測量 「H30○○測量業務」の成果を利用して作成しています。

幅杭測量 「R1○○測量業務」の成果を利用して作成しています。

地質・土質調
査

「H28○○地質調査業務」の地質調査の成果と「H30××地質調査業務」の地下水調査の成果を利用しています。

道路中心線 「H28○○道路予備設計業務」において検討したものを利用しています。

用地幅杭計画 「H29○○道路予備設計業務」において検討したものを利用しています。

堤防法線 「R2○○河川詳細設計業務」において検討したものを利用しています。

（記載例） ○○工事の設計図書の基となった参考資料

 共通仕様書等による成果物の一覧を参考にしつつ、過去の成果を確認し、最新の情報を明確にする。

 業務成果が古い場合、修正（変更、追加）が多数行われている事業の場合、管内設計業務等で部分的に修正をしている
場合は、検討経緯、資料の新旧等に留意して説明する。

（参考）電子納品保管管理システムの利用（R4.11から受注者利用開始）

 CD等による受け渡し
• 発注者が探す時間、受注者が借りに行く

手間・時間がかかる

• 受注者は渡されない成果の存在を知ら
ず2度手間が生じることも

 インターネットによる受け渡し
• 発注者の資料検索の効率化、受け渡

しの手間・時間の削減

• 受注者による成果品の検索が可能に
なり、成果品活用の漏れを防ぐ

これまで これから

受注者が必要な業務成果をダウ
ンロードすることを発注者が許可


